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厚
年
基
金
規
制
策
で
厚
労
省
ｎ産用

運
用
実
態
を
原
則
開
示
詣

厚
生
労
剛
省
は
１
５
日
、
Ａ

Ｉ
Ｊ
投
寞
翻
問
に
よ
る
年
金

消
失
問
題
を
叉
け
厚
生
年
金

基
金
の
賢
産
運
用
男
刈
に
関

す
る
強
化
策
を
ま
と
め
た
。

中
小
の
厚
年
基
金
の
資
金
を

共
同
運
用
す
る
こ
と
や
、
運

用
実
胆
を
原
則
開
示
す
る
こ

と
を
盛
り
込
ん
だ
。
１
６
日
に

厚 労 省 が 有 識 者 会 砲 で
提 示 す る 主 な 項 目

心Ｄ小試金の年金資金を火同
運 川
Ｑ分敗投資の眼底
・資産運用の実態を原則開示
・逮用担当者への研修を充実
・資産運用委員会に外部人材
を 登 用

閲
く
亙
歓
者
会
議
で
示
し
、

議
論
を
踏
ま
え
て
関
連
の
法

律
や
省
令
を
見
直
す
ド

分
散
投
資
か
適
切
か
ど
う

か
を
把
握
す
る
た
め
、
総
資

産
額
や
運
用
会
社
別
の
委
託

額
か
分
か
る
報
告
書
を
原
則

開
示
す
る
。
厚
年
基
金
の
迎

刷
万
針
を
決
め
る
資
産
運
用

香
貝
会
に
は
学
融
経
験
者
や

運
用
経
験
者
な
ど
外
部
人
材

を
登
用
。
複
数
の
目
で
点
倹

す
る
汗
垣
み
に
改
め
る
。

厚
年
基
金
の
９
剖
が
述
用

経
験
の
な
い
担
当
者
を
趨
い

て
い
た
経
濁
を
考
慮
し
、
研

修
を
充
実
す
る
。
Ａ
Ｉ
Ｊ
商

品
の
販
路
の
拡
大
に
寄
与
し

た
と
さ
れ
る
運
川
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
か
金
融
商
品
取
引
法

上
の
登
録
を
し
て
い
な
か
っ

た
こ
と
も
あ
り
、
コ
ン
サ
ル

タ
ン
ト
と
契
約
す
る
際
は
金

商
法
上
の
登
録
を
条
件
と
す

る
ハ有

識
者
会
轍
は
、
将
来
の

厚
年
基
金
制
度
の
廃
止
を
提

言
し
た
民
主
党
の
ワ
ー
キ
ン

グ
チ
ー
。
ム
の
案
も
議
論
す

る。１
５
日
に
記
者
会
見
し
た
辻

泰
弘
副
大
臣
は
「
す
ぐ
に
廃

止
で
き
な
い
か
、
方
向
性
は

理
解
で
き
る
」
と
述
べ
た
。

た
だ
、
廃
止
は
将
来
的
な
テ

ー
マ
に
と
ど
め
、
当
面
は
資

産
運
用
規
制
を
強
化
す
る
方

針
を
示
し
た
。


